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●認定指針見直しの方向性について

項目 検討会でのご意見等 備考（事務局）

見直し方針について
• セキュリティなどの認定要件を緩めるということではなく、別の基準を
追加するという考え方で見直しを検討するべき

検討のスコープについ
て

• 信用スコアやデータポータビリティなどは情報銀行だけの話ではな
いので、本検討会での検討のスコープを明確にしてほしい

本検討会ではあくまで「情
報銀行」に関連して検討

データ流通・活用ＷＧ • （「データ流通・活用ＷＧ」での議論の紹介）
本検討会でのとりまとめは
必要に応じデータ流通・活
用ＷＧに報告

●プレイヤー間の連携について

項目 検討会でのご意見等 備考（事務局）

情報銀行間の連携 • 情報銀行間のデータポータビリティについても議論するべき

データ取引市場との連
携

• 情報銀行がデータ取引市場を介して情報を提供する場合の整理が
必要

第９回検討会でＤＴＡからプ
レゼンをいただく予定



第７・８回検討会でのご意見等 2

●検証の視点について

項目 検討会でのご意見等 備考（事務局）

個人によるコントローラ
ビリティ

• 個人によるコントローラビリティが十分であるか検証するべき
• コントローラビリティ、トレーサビリティは重要であるが、過度な負担
で形骸化しないようにする必要

総務省実証事業を通じて
も検証中

個人による情報銀行の
選択

• 認定には、情報銀行に関する個人の意思決定を支える仕組みとして
意義がある

• 個人による情報銀行の比較が可能となるような、情報銀行に関する
情報公開についても検討するべき

• 個人の便益を評価できるような情報公開の仕組みが必要
• 情報銀行を比較できるような点数化も考えられるのではないか

ビジネスとしての情報
銀行

• 情報銀行がビジネスとしてスケールしていくにあたり、マネタイズされ
るための課題も検証するべき

• 企業のニーズに対して、情報銀行のモデルをあてはめられるか
• 開示請求のフォーマット、情報銀行間の情報のフォーマットの統一化
などが必要となる

データの種類ごとの検
討

• 特定の種類のデータ向けの仕組みがあってもいいのではないか

IT連の認定ガイドブック
について

• IT連（認定団体）の認定ガイドブックで認定指針と差異があるのであ
れば、本ガイドブックについても検証するべき

認定ガイドブックと認定指
針との差異を整理（Ｐ）

データポータビリティ
• すぐに解決できる話ではないが、データ提供元に関するデータポー
タビリティについても議論するべき
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●情報銀行の定義

項目 検討会でのご意見等 備考（事務局）

情報銀行の形態

• どのような事業形態があるか再整理するべきではないか
• 情報銀行の核となる定義ははっきりしている
• 統計情報や匿名加工情報の扱いについても整理されるべきではな
いか

提供元との関係

• 提供元が競合他社など特定の者への提供を拒む場合もあり得るが、
個人からすれば提供先が限られることは不便ではないか

• 提供元の企業から、提供先についての要望がある場合があるので
それは許容されるべきではないか

個人が受ける便益につ
いて

• 個人が受ける便益は一回きりなのか、権利として残るものなのか
• 情報を提供した全ての者に便益を提供する必要があるのか

個人情報の価格につい
て

• 個人情報の価格は個人毎、提供先毎に変えてもいいか 詳しくは別添

利用者基点で考える情
報銀行

• 情報銀行は利用者（個人）の代理であるべきで、利用者が情報を預
けたいと思えるサービスを提供し、安心できる存在であるべき
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■認定基準について

項目 検討会でのご意見等 備考（事務局）

データ提供先との関係

• 提供先で照合できない情報（トークン化した情報）を提供する場合は、
提供先に関し別の基準を設けられないか。

• データの種類等に応じた扱いということもあるのではないか
• 参考として、JISでは「リスクに応じた対策を施す」とされている
• データ提供先について、一律に情報銀行と同じ要件を求めるのでは
なく、同意取得の方法やデータの種類によって対応するべきではな
いか

• 提供先に同等の基準を求めるのは厳しいのではないか

• 提供先からの再提供が禁止となっているが、目的を限定して再提供
を可能とするということもあるのではないか

• 「再提供」に該当しない範囲が狭いのではないか

データ提供元との関係
• データ提供元との契約は、あらかじめ個人が取得している情報につ
いては不要ではないか

※「認定基準」では「必要
に応じ」と記載

個人によるコントローラ
ビリティ

• 同意の撤回により、提供先での使用は制限されるべきか
• 同意の撤回に関し、データの提供／利用の停止は分けて書くべき
• どのデータがいつ、どこに提供されたかについての開示を義務づけ
るべきではないか

情報の第三者提供に
ついて

• 個人による情報提供に関するリスクを告知するべきではないか

データ倫理審査会
• 過半を社外委員とするべきではないか
• 情報銀行にインシデントが発生した場合の助言をすることとしてはど
うか
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項目 検討会でのご意見等 備考（事務局）

モデル約款の記載事項
について

• （経産省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」の紹介）
同ガイドラインと比較した検
証が必要か

情報銀行／個人

• 真正性確保の観点から、個人による訂正要望を受け付けないこと
があり得る旨記載するべき

• 個人情報を加工・統計化する場合に必要な事項を記載するべきで
はないか

情報銀行／情報提供
先

• 情報銀行でインシデント発生の際には、情報提供先にも情報提供
するべき

• 提供した情報から派生したデータ（加工データなど）についての取扱
いについて記載すべき

• 匿名加工情報や統計情報のみを提供する場合の基準を別途定め
るべき

情報銀行／情報提供
元

• 情報の取得・生成方法等について開示を求めることのできるように
するべきではないか

■モデル約款の記載事項について

項目 検討会でのご意見等 備考（事務局）

認定指針の位置づけ、
見直し方法

• 今後、認定指針の見直しが必要となった場合の手続きやスケ
ジュールについて

• 認定団体が認定指針に基づき、独自の認定基準を作成する場合の
考え方

※事務局追加

■その他



【参考】 「検討会」の再開について 6

 平成29年11月～平成30年4月にかけて計6回開催した「情報信託機能の認定スキームの在
り方に関する検討会」では、本年6月に「情報信託機能の認定に係る指針ver1.0」（以下「指
針ver1.0」）を公表

 本年9月には、一般社団法人日本IT団体連盟が、指針ver1.0に基づく認定を行うことを決定
した。また、総務省において30年度予算事業として情報信託機能の実証事業を行っている
ほか、各企業においても、情報銀行の事業化に向けた動きが出てきているところ。

 指針ver1.0では、「今後、総務省による実証、これからのサービスの展開や関連制度の運用

状況等を踏まえ、継続して議論・見直しを行っていくことが求められる」とされていることから、
以上のような状況を踏まえ、検討会を再開し、指針の見直しに向けた検討を行う。

１．次項以降の「見直しの方向性」に沿って、関係者からのプレゼンをいただく

２．プレゼン及び構成員による議論の中から、認定指針の見直しに係る論点を抽出

３．認定指針の見直し案及び情報銀行認定の今後の在り方について、検討会として取りまとめ
（検討会の主目的は認定指針の見直しであるが、検討会の中で情報銀行の今後の展開に関して議論
があった場合には、必要に応じ、認定指針の見直し案とは別にとりまとめ。）

検討会の進め方



【参考】 「認定指針」見直しの方向性について（案）

「情報銀行」に関連する取組状況の把握

○ IT連における認定事業の開始

○ 企業等における「情報銀行」事業化に向けた取組み

○ パーソナルデータの流通・活用に関連した政策動向

○ 欧州におけるGDPRの施行など海外の状況

○ 実証事業の実施、ＩＴ連における認定の開始、企業等における事業化等の取組を通じた、認定指
針の検証・見直し

（例）データ提供先の条件、プラットフォーム機能の認定、認定の単位 等

○ 情報銀行間の連携や、データ取引市場と情報銀行の連携などを見据えた新たなルールの検討

○ 金融データＷＧの検討結果を踏まえた指針の見直し
（例）信用スコアを取り扱う場合のルールの検討

実証事業の実施等を通じた指針の検証・見直し
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その他

○ 「情報銀行」の定義の整理

○ 認定指針の見直しに係るスケジュールや手続きについて

○ 「情報銀行」の普及啓発について



【参考】 検討会の開催スケジュール（想定）

【第７回】
1/29(火)

17～19時

・認定指針の見直しの方向性（総務省）
・政府における取組み（内閣官房ＩＴ総合戦略室、経済産業省）
・認定団体における取組み（日本IT団体連盟）
・民間分野における取組み①（ＤａｔａＳｉｇｎ 太田委員）
・構成員プレゼンテーション①（静岡大学 高口委員）

【第８回】
2/12(火)

10～12時

・民間分野における取組み②（マイデータ・インテリジェンス 森田委員、三菱ＵＦＪ信託銀行）
・総務省実証事業の紹介①（さいたま市、日立製作所）
・有識者プレゼンテーション①（オープンナレッジファンデーション 庄司代表理事）

【第９回】
2/25(月)

10～12時

【本日】

・総務省実証事業の紹介②（ＪＴＢ、中部電力、三井住友銀行）
・認定データ取引市場運営事業者との連携について（ＤＴＡ 真野委員）
・有識者プレゼンテーション②（ＰＡＲＭＭＩＴ協議会）
・海外動向（みずほ銀行）

【第１０回】
3/15（金）

10～12時

・健康・医療データWG及び金融データＷＧの報告
・民間分野における取組み③（情報信託機能普及協議会）
・教育分野における取組み（文科省）
・論点整理①（事務局）

【第１１回】
3月末

（日程調整中）

・論点整理②（事務局）

※必要に応じ４月に第１２回を開催
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